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第 3回ハローワーク等分科会 

 

                日 時：平成 19年６月 22日（金）15：15～16：15 

                 場  所：永田町合同庁舎１階 第１共用会議室  

 

 

議事次第 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

   厚生労働省ヒアリング 厚生労働省ヒアリング モデル事業実績評価について 

 

３ 閉 会 

 

 

＜出席者＞ 

（委員等） 

 落合主査、逢見副主査、吉野副主査、渡辺副主査、小林委員、樫谷委員、花見参与 

 

（厚生労働省） 

 ○ 職業安定局 水野首席職業指導官、首席職業指導官室 藤浪室長補佐、若

年者雇用対策室 渡部室長補佐 

 ○ 職業能力開発局 森岡総務課長、久保村能力開発課長 

 

（事務局） 

 中藤官民競争入札等監理委員会事務局長、櫻井参事官、熊埜御堂参事官、徳山

企画官 
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○落合主査 それでは、第３回のハローワーク等分科会を始めさせていただきます。本日は 17年度

のモデル事業の実績評価につきまして、厚生労働省からのヒアリングを行うということです。順序

としては、キャリア交流プラザ事業、若年者版キャリア交流プラザ事業、求人開拓事業、この順番

でヒアリングということで、モデル事業の実績評価のポイントについて事前にお示しさせていただ

いた論点に対する考え方にも触れていただきながら、15 分ぐらいで御説明いただいて、その後に意

見交換をさせていただきたいと思っております。 

それては、職業安定局の水野首席職業指導官、よろしくお願いいたします。 

○水野首席職業指導官 それでは、平成 17年度に実施をいたしましたハローワーク関係の市場化テ

ストのモデル事業につきまして、私ども厚生労働省のほうに設置されました市場化テスト評価委員

会におきまして、実績評価を行った結果を御説明させていただきます。 

この市場化テストの評価委員会というのは、お手元の資料１の２枚目でございますけれども、そ

こに名簿を付けておきましたけれども、東京大学の佐藤博樹先生を座長といたしまして、学識経験

者の方々や関係団体の代表の方々に委員をやっていただいておるものでございます。本日御説明す

る内容は、この評価委員会の議論を経て取りまとめられたものでございます。それでは、３つの事

業の実績評価について順に御説明をさせていただきます。 

まず、キャリア交流プラザでございますけれども、お手元の資料の別添１をごらんいただきたい

と思います。お手元の資料の「１ 事業概要」のところでございますけれども、キャリア交流プラ

ザというのは、そこにございますように、中高年のホワイトカラー等の求職者に対しまして求職活

動のノウハウを伝えるセミナーを実施をしたり、あるいは求職者同士の経験交流やキャリアコンサ

ルティングを実施をして就職の可能性を高めるという事業でございます。このキャリア交流プラザ

は全国に 15 か所ございますけれども、そのうちの５か所、具体的にそこの（１）にございますよう

に、北海道、埼玉、東京、愛知、京都の５か所ですが、この５か所を民間に委託して市場化テスト

のモデル事業を実施したわけでございます。 

事業の実施期間は、そこの（２）にございますように、平成 17 年６月から 18 年の５月までの１

年間でございます。 

それから、次の次のページに行きまして、「３ 評価方法等について」というところでございます

けれども、これにつきましては、そこにございますように、支援開始後６ケ月までの間における就

職件数、就職率。就職率というのはキャリア交流プラザの就職支援を受けた求職者のうち実際に就

職できた人の割合でございますけれども、その就職率。それから、就職した後の職場への定着状況、

それと利用者の満足度や事業に要した経費等について評価をすることにしております。 

次に「４ 実績について」でございますけれども、これにつきましては、お手元の資料の別紙１

をごらんいただきたいと思います。11ページのほうでございます。そこに表が２つございますけれ

ども、上の表が民間実施地域の結果、下の表が国実施地域の結果になっております。それぞれ表の

左から６つ目の欄、就職＋自営（Ｂ）と書いてあるところでございますけれども、そこに就職件数。

さらに右に行って（Ｃ）というところに、表のちょうど真ん中辺でございますけれども、（Ｃ）とい

うところにキャリア交流プラザの支援を受けて就職した方のうち、支援開始から９カ月時点におい
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て依然として就職されている方、すなわち就職した後、その職場に定着した方の数が書いてござい

ます。 

それから、同じ表のさらに右のところにＢ／Ａということで就職率、さらにその隣にＣ／Ｂとい

うことで定着率が書いてございまして、あと一番右側の欄に定着就職率、つまり支援対象者のうち

キャリア交流プラザの支援によって就職して、その職場に定着した方の割合が書いてございます。 

それから、それぞれの表の一番下のところに網かけで民間と国の平均が出ております。ごらんの

ように、就職率につきましては、それぞれのキャリア交流プラザによって高い、低いがございます

けれども、平均しますと民間よりも国のほうがやや高くなっておりまして、さらに定着率や定着就

職率について見ますと、民間と国の差は開く傾向にございます。 

それから、キャリア交流プラザの支援対象者は概ね 60 歳未満ということになっておるわけでござ

いますけれども、実際に 60歳以上の方も何人かいらっしゃいまして、これは民間事業者のほうから、

こうした 60 歳以上の方々というのは就職は難しいので、評価の対象から除くべきだと、そういう御

意見をいただいたわけでございます。そこで就職率につきましては、一応 60 歳未満の方と 60 歳以

上の方に分けて計算をしたわけでございますけれども、その結果が、お手元の別紙の２のところに

出ております。 

これもごらんのように、60歳未満の方の就職率につきましては、民間と国でそれほど大きな差は

ございませんけれども、60歳以上の方の就職率、縦に網かけが入っておりますけれども、その部分

ですけれども、民間は国に比べますとかなり低くなっておるわけでございます。 

このように就職が相対的に難しくない支援対象者の就職率につきましては、民間と国でそれほど

大きな差は見られませんけれども、就職がより困難な 60 歳以上の支援対象者の就職率につきまして

は、民間のほうが国に比べると低いと、そういう結果になっております。 

それから、次に２枚飛ばしていただきまして、別紙４でございますけれども、これは支援対象者

に対するアンケート調査の結果でございまして、アンケート調査の各質問事項ごとに民間と国の結

果を比較できるように書いてございます。表の右のほうに数字が２つずつ並んでおりますけれども、

その左側が民間の結果、右側が国の結果でございます。ポイントだけ簡単に御説明しますと、まず

上から６つ目の、就職した方の就職経路というのがございますけれども、これは民間，国ともハロ

ーワーク経由の就職が一番多くなっておりまして、キャリア交流プラザを受託した民間事業者の紹

介による就職は１割に満たないという、そういう状況になっております。 

次のページに行きまして、一番上の「プラザで受けたサービスの満足度」でございますけれども、

これにつきましては国のほうの満足度がやや高くなっております。 

それから、その下の「プラザで受けた各種支援サービスについて」というところの一番下に、「プ

ラザで行う職業紹介」というのがございますけれども、プラザで職業紹介を行うのは民間実施地域

だけでございますので、民間のみの評価ということになりますけれども、支援対象者の３割以上が

そもそも民間事業者による職業紹介を受けておりませんで、また、残りの職業紹介を受けた人たち

もその半数近くが民間事業者による職業紹介は不十分だったと、そういうふうに言っておるわけで

ございます。 
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別紙４については以上でございます。 

恐縮でございますが、お手元の別紙３のほうにお戻りをいただきまして、今度は経費の比較が出

ております。そこに表が４つ出ておりますけれども、そのうちの左のほうの大きな表をごらんいた

だきますと、これは先ほどの別紙１と同じでございまして、上のほうの表が民間実施地域の結果、

下のほうが国実施地域の結果でございまして、それぞれ表の中ほどに事業実施経費が出ておりまし

て、表の右のほうに就職１件当たりの経費と定着就職１件当たりの経費が出ております。 

実はキャリア交流プラザというのは規模の違いがございまして、各期ごとの定員が 50人のものと

30 人のもの、それからあと 20 人のものの３種類がございまして、それぞれの規模ごとの平均のコ

ストが表の網かけの部分に出ておりますけれども、それぞれの表の右のほうの就職１件当たりと定

着就職１件当たりのコストを見てみますと、まず 30人規模でございますけれども、これはそれぞれ

の表の上から２つ目の網かけの部分でございますけれども、30人規模では民間のほうが１件当たり

のコストが安くなっております。ただ、その一方で 50人規模、今度は一番上の網かけの部分ですけ

れども、それと 20 人規模、下から２つ目の網かけの部分でございますけれども、そこの定着就職１

件当たりのコストは、今度は国のほうが民間よりも安くなっておりまして、さらに規模を込みにし

た民間全体と国全体の平均ですが、それぞれの表の一番下の網かけの部分ですけれども、全体の平

均で見ますと国のほうが民間よりもやや安くなっておると、そういうことでございます。 

実績については以上でございまして、次にお手元の資料の７ページのほうにお戻りいただきまし

て、「５ 総評」というところですが、そこの最初のパラグラフのところにございますように、全体

としては就職率や定着率等の実績については、国が民間を上回りまして、経費についても国のほう

がやや安いという結果になっております。ただ、経費につきましては、そこの３つ目のパラグラフ

のところにございますように、30人規模で国のほうが民間よりも就職１件当たりのコストが高くな

っているわけでございますけれども、その原因といたしましては、外部の民間事業者に委託をした

セミナーの経費が他のキャリア交流プラザに比べて割高になっているということがございますので、

今後こうしたセミナーの質を落とすことなく、いかにその経費の節減を図るかということが国にと

っての課題だというふうに思っております。 

それから、あと、これは民間のほうの課題でございますけれども、次の８ページの上から４つ目

のパラグラフのところでございますけれども、民間に委託されたキャリア交流プラザにおきまして

も、ハローワーク経由で就職した方が半数近くを占めておるわけでございまして、民間事業者自身

の紹介による就職は少ないわけですけれども、これにつきましては、民間事業者の求人情報や職業

紹介サービスを期待していた支援対象者から不満の声も上がっているわけでございます。したがい

まして、今後自らの職業紹介サービスをいかに充実させていくかということが民間事業者にとって

の課題かと思っております。 

キャリア交流プラザについては以上でございます。 

次に若年者版のキャリア交流プラザについて御説明させていただきます。別添２でございます。 

まず、お手元の資料「１ 事業概要」でございますけれども、若年者版キャリア交流プラザとい

うのは、文字どおり若年者、具体的には 35歳未満の方ですけれども、若年者の方に対して、先ほど
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も御説明しましたキャリア交流プラザと同じような就職支援を実施するものでございます。ただ、

若年者版のキャリア交流プラザというのは（１）にございますように、大阪に１か所あるだけでご

ざいまして、その運営を民間に委託をしたということでございます。 

それから、次のページに行きまして「３ 評価方法等について」でございますけれども、これも

先ほどのキャリア交流プラザと同じでございまして、支援開始後６ケ月までの間における就職件数、

就職率、就職した後の職場への定着状況、利用者の満足度や事業に要した経費等について評価する

ことにしております。 

それから、「４ 実績について」でございますが、これについては別紙１をごらんいただきたいと

思います。22 ページでございます。そこに若年者版のキャリア交流プラザの実績と経費が出ており

ますけれども、まず１の実績について見ますと、右のほう、右側から３つ目の①と書いている欄で

ございますけれども、そこに就職率が 44.9％ということで書いてございます。若年者版のキャリア

交流プラザというのは大阪１か所だけでございまして、国の比較対象地域がございませんので、評

価は民間事業者が自ら掲げた目標との比較ということになるわけですが、この 44.9％という就職率

は 55％という目標を業者が立てているわけでございますけれども、それを下回る結果になっており

ますし、また、先ほど御説明しました一般のキャリア交流プラザに比べても低い数字になっておる

わけでございます。 

それから、その下の２、経費でございますけれども、就職１件当たりの経費は９万 6,000 円、定

着就職１件当たりの経費は 11万 8,000円ということになっております。 

今度は別紙２でございますけれども、これは利用者に対するアンケート調査の結果でございます。

先ほどの一般のキャリア交流プラザとの比較で申し上げますと、まず上から６つ目の「就職経路」

でございますけれども、ハローワーク経由の就職が一番多いというのはこれは一般のキャリア交流

プラザと同じですが、キャリア交流プラザの紹介、つまり民間事業者の紹介による就職は 2.8％と

いうことで一般のキャリア交流プラザよりもさらに少なくなっておるわけでございます。 

次のページ一番上でございますけれども、「プラザで受けたサービスの満足度」につきましては、

「大いに満足」と「どちらかと言えば満足」というのを足した割合がごらんのように 75.0％でござ

いまして、これは民間事業者自ら掲げた目標が 80％でございますので、それに届かないという結果

になってございます。 

それから、その下の「プラザで受けた各種支援サービスに対する満足度」を見てみますと、下か

ら３つ目の「経験交流」というところがございますけれども、これにつきまして、「十分だった」と

いう方が 29.3％とかなり低くなっておりまして、また「受けなかった」方も６割近くいらっしゃい

まして、これも一般のキャリア交流プラザと異なる結果になっております。 

実績については以上でございまして、次にお手元の資料の 21ページの「５ 総評」というところ

をごらんいただきたいと思います。そこの最初のところに書いてございますように、民間事業者は

就職率と満足度のいずれにつきましても、自ら掲げた目標を達成できませんで、また、就職率につ

きましては、一般のキャリア交流プラザに比べても低いという状況でございます。 

それから、あと上から４つ目のパラグラフのところでございますが、そこにございますように、
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キャリア交流プラザの一番特徴的な支援メニューでございます経験交流につきましても、支援対象

者の６割が受けていないということで、以上総括しますと、お手元の資料の一番下にございますよ

うに、この事業を継続する必要性は低いと考えておるところでございます。 

若年者版のキャリア交流プラザについては以上でございます。 

次に求人開拓でございますけれども、別添３、26ページでございます。 

まずお手元の資料「１ 事業概要」でございますが、この求人開拓事業は、全国 77の地域で行わ

れたわけですが、そのうちの３地域、具体的にはそこの（１）にございますように、北海道札幌、

秋田中央、福岡北九州の３地域でございますが、この３地域を民間に委託をしたわけでございます。 

次のページに行きまして、「３ 評価方法等について」というところですが、そこにございますよ

うに、開拓された求人の件数や数、充足数というのは、これは開拓された求人のうち、実際にハロ

ーワークの求職者の就職に結びついた求人の数ですが、その充足数。それと経費についても評価す

ることにしております。 

それから、官民の比較の方法でございますけれども「（２）比較対象地域」というところにござい

ますように、国実施地域のうち民間実施地域と雇用失業情勢や労働市場の規模が似ているところ、

そういうところを選んで比較対象としました。具体的には民間実施地域のうち北海道の札幌と福岡

の北九州につきましては、兵庫の神戸地域を国の比較対象地域といたしまして、さらに民間実施地

域の秋田の中央につきましては、鹿児島地域を比較対象としたわけでございます。 

次に「４ 実績について」でございますけれども、お手元の資料の別紙１、30ページをごらんい

ただきたいと思います。そこに幾つか表がございますけれども、一番上の左側の大きな表が民間実

施地域の北海道、福岡と、国実施地域の兵庫の比較でございまして、その下の表が民間実施地域の

秋田と国実施地域の鹿児島の比較でございます。 

表の左側から３番目の欄に開拓求人件数、その隣に開拓求人数、さらにその隣に充足数、その隣

の表の一番右側の欄ですが、そこに正社員求人の割合が出ておりますけれども、ごらんのように、

いずれの指標につきましても、国の実績が民間の実績を上回っております。 

次に別紙２でございますけれども、これは今度は求人開拓にかかった経費を比較したものでござ

います。表の見方は別紙１と同じございまして、そこの左側に３つ並んでおります表のうち、一番

上の表は民間実施地域の北海道、福岡と、国実施地域の兵庫の比較でございます。その下の表が民

間実施地域の秋田と国実施地域の鹿児島の比較でございます。 

それぞれの表の右のほうに開拓求人１件当たり、開拓求人１人当たり、求人充足１人当たりのコ

ストが出ております。ごらんのように実際にかかった経費の総額は民間と国でそれほど大きな差は

ございませんけれども、単位当たりのコストで見てみますと、先ほど御説明しました実績の差を反

映しまして、国のほうが民間よりもかなり安くなっております。 

実績については以上でございまして、次に恐縮ですが、28 ページにお戻りいただきまして「５ 総

評」というところでございますけれども、そこに民間の実績が国に比べて低くなっている原因と思

われることを幾つか書いてございます。「・」が付いているところでございますけれども、これは事

業を受託した民間事業者や関係の労働局に聞いてまとめたものでございますけれども、民間の実績
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が思ったほど上がらなかった原因としてはいろいろあるかと思いますし、また事業を受託した業者

によって、その事情も異なるかと思いますけれども、例えばそこにございますように、求人開拓を

行う担当者の入れ替わりが多かったために民間事業者自身が求人開拓のノウハウを十分蓄積できな

かったということや、そもそも民間事業者がハローワークの求人開拓を行うことについて、求人者

の理解が得られなかったと、そういったようなことがあるのではないかと思っております。 

それから、済みません、時間がかかってしまいますけれども、資料２も御説明させていただいた

ほうが、よろしいでしょうか。 

○落合主査 予定時間、相当超過ですので、もうここまでで。 

○水野首席職業指導官 よろしいですか。 

○落合主査 ありがとうございました。それでは、御質問・御意見ございましたらお願いしたいと

思います。いかがでしょうか。事務局のほうで何かありますか。 

○櫻井参事官 事務局から、多分資料のほうにお書きいただいているのではないかと思いますけれ

ども、比較対象で検討される際に、例えば同じ地域の過去の実績とか、あるいは同じ地域のその次

の年の実績とか、官がやった場合があると思います。そういう比較の仕方もあるかと思うのですが、

その点についてどう考えになっているかということをお伺いしたい。 

○水野首席職業指導官 市場化テストのモデル事業をやることによって、民間に委託した地域とそ

の前に国がやっていたときの比較ということだと思うんですけれども、市場化テストをやる前と、

市場化テストをやった後との比較が可能な数字がとれないということがございます。例えばキャリ

ア交流プラザで申し上げますと、市場化テストになってからは、就職を雇用保険の被保険者になっ

たかどうかで見ておりますけれども、それ以前はそういう見方をしておりませんので比較ができな

いということがございますし、求人開拓につきましても、市場化テストになってからは開拓求人を

きちんととらえるということで更新求人、求人条件の変わらないような更新求人は開拓求人とみな

さないというルールを入れたわけでございますけれども、それ以前はそういうものも開拓求人の中

に入っておりましたので、そういうことで比較可能な数字がとれないということがございます。 

○櫻井参事官 とれるとすれば、そういうやり方も１つのやり方だというふうにお考えになってい

るということですか。 

○水野首席職業指導官 そうですね。そういうことで、市場化テストをやった後はキャリア交流プ

ラザや求人開拓も、そういう客観的な数字のとり方をしておりますので、例えば 17 年度と 18 年度

についてはそういう比較は可能だと思っております。 

○落合主査 渡辺委員どうぞ。 

○渡辺委員 これは仮に官と民の比較という観点をちょっと外して、今まで、私なんか仕事してい

ますと、新規参入者なのか、既存で既にノウハウも確立し、ある程度ルーチン化してやっていける

事業者なのかという観点が非常に多いものですから、そういう観点でちょっとお伺いするのですけ

ど、ある意味、官か民かという違いだけではなくて、これまで確立した手法もあり、業務の内容を

きちんと把握している。それは決して頭の中でこういうものだろうという概念的な理解ではなくて、

実務の勘どころというか、こういうことが起きるということも含めて理解をして、それに対応して
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いく場合と、やはり新規参入者で、ある程度予想しなかった部分、そういうものの比較するときに

本当に純粋に並べてみて２年で結論を出していいのだろうかという観点はちょっとあろうかと思う

んですね。そういう手法が可能かどうかわからないのですけれども、そういう観点を入れて、同じ

土俵で比較する手法は特にないという御理解なんでしょうか。 

○水野首席職業指導官 そこはおっしゃるとおり、民間事業者さんが今回初めてこういった事業を

されたわけですけれども、ただキャリア交流プラザも似たようなことをずっと民間事業者さんはや

っておられたので全く新規参入という形にはなっていないと思います。ただ、結論から申しますと、

私ども今回のモデル事業の１期目の結果だけで判断をしているわけではなくて、最終的にこの事業

をどうするかということについては、今やっております本格実施の結果とかモデル事業の２期目の

結果も踏まえて判断する話だと思います。 

 特に本格実施はキャリア交流プラザとか人材銀行については、契約期間が１年ではなくて３年に

なっておりますので、御指摘のような観点を踏まえた評価も多少はできるのではないかと思います。 

○落合主査 ほかにございますか。小林委員どうぞ。 

○小林委員 このように、御説明あったとおり、数字で定量的に出てしまうと、いい、悪いという

数字が非常に語ってしまうと思うんですよ。評価委員会の中でどういう評価、業績測定をする必要

があるのかどうか。比較としては市場規模とかいろいろなそういうものがありましたけれども、満

足度等に関しても、評価の原則といったらいいのでしょうか、初年、最初であるということと、評

価に関する業績測定に関する原則みたいなものは話し合われたのでしょうか。 

○水野首席職業指導官 そこは先ほど御説明しました評価方法等というところで、どういった指標

をとるのが一番いいのかということで評価委員会のほうでは御議論いただいて、こういう形で評価

をしようということになったわけでございます。 

○小林委員 それはわかるのですけれども、この数字の読み方ですね。単純に総評のところではこ

の数字の結果を見て、どういう結果になっているか、若干の分析が入っているかと思うんですけれ

ども、いろいろモデル事業でやったときに民間事業者が抱えた困難といいますか、いろんな条件み

たいなものがあって、その条件の中でこういう数字が出たということについて検討がなされたので

しょうか。 

○水野首席職業指導官 確かにそういう議論もございまして、例えば求人開拓のところだったと思

いますけれども、29ページでございますけれども、先ほど御説明した５の総評のところの「・」が

ずっと並んでおりますけれども、その下のところに「・」で書いてあるようなことが考えられると

ころであるとございますが、その後に民間事業者にとっては、求人開拓のほうがキャリア交流プラ

ザに比べると、事業を初めて実施することに起因する問題が大きかったというような、そういう御

意見もあったということです。 

○小林委員 もう一つ確認したいのが、コストの算定に当たって、これは余り詳しく御説明なかっ

た。（注）書きのところで説明がなされているのだと思うんですけれども、コスト算定のところのベ

ースといいますか、そこはイコールになっているのかというところ。 

○水野首席職業指導官 コストにつきましては、国は運営経費は当然の話でございまして、それに
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加えて間接経費ということで、キャリア交流プラザを管轄するハローワークなり、労働局の職員が

それに関連する事業、例えばキャリア交流プラザの職員の管理に要する業務とか、あるいは物品管

理とか、そういういろんな関連業務をやったら、その都度それにかかった時間を記録しておいて、

年間でその時間を合計して、それに基づいて人件費を按分すると、そういう方法でできるだけ間接

経費を把握して加えております。 

 あと民間事業者のほうは基本的には委託費をコストと見ております。それに加えて、そこの資料

にも書いてございますように、民間に委託した場合は、国のほうで別途契約に要する経費やそれに

基づく指導監督に要する経費、あるいはアンケート調査については、民間に委託した場合でも、ハ

ローワークが紹介した場合にはハローワークのほうでアンケート調査やることになっておりますの

で、それにかかった経費等を監督費用等ということで加算をしております。 

○小林委員 委託費をカウントしているということは、委託費＝コストではないですよね。これは

官から見た委託費なわけで、その点はいかがなんですか。 

○水野首席職業指導官 確かにおっしゃるとおりなんですが、これは国から見て幾らかかったかと

いうのが我々のコスト概念でございますので、委託費を取っております。それは評価委員会でそう

いう議論をいたしました。 

○小林委員 あともう一つ、確認なんですが、民が実際にかかったコストについては別に把握はし

なくてもよいということ。 

○水野首席職業指導官 それは把握して別途御報告はいただいております。 

○小林委員 ということは、委託費の算定というのがどうであったかというのは、もちろん委託費

というのでここで見て、比較の対象がコストではないので、官から見た委託費なので、委託費とい

うことについての検討はまた別途議論はあったという理解でいいんですか。 

○水野首席職業指導官 委託費についての検討というのはどういうことでございましょうか。 

○小林委員 効率的にやらなければいけないというのがあるじゃないですか。効率的にやるという

業務、官のほうは自分で実施したコストを把握して出したと。そのときにコストを比較するのに官

から委託した費用をここでカウントしているわけで、ということは、つまり委託費の算定基準が適

正だったかどうかということはあるんじゃないですか。 

○水野首席職業指導官 委託費は国が決めた額ではなくて、民間の事業者さんが申し出た価額です

ので、それについて適正かどうかという分析まではしておりません。 

○落合主査 物差しにした委託費というものが実際の経費を算定する指標として的確であったかど

うかという事後的な検証はやはり必要だろうという趣旨だと思いますけれども、今の質問は。 

○水野首席職業指導官 市場化テストというのは、今まで国がやってきた事業をより安いコストで

より良いサービスを提供するということでございますので、国にとっては幾ら経費がかかっている

かと、民間に委託した方が安ければそのほうがいいわけですけれども、それについて見るのは委託

費の額だと思いますけれども。 

○小林委員 だから、委託費は民間が出してきたものだと。それを採用したわけですね。採用した

ときには、例えばここの地域でやっていた前のコストよりも安いということがあったわけですよね。 
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○水野首席職業指導官 前に国がやっていたときとの比較ということでございますか。 

○小林委員 それで再委託したわけですね。 

○水野首席職業指導官 そうではありません。業者を決めたのは、総合評価方式でございまして、

まず企画書を出してもらって、企画書の中身を見て点数をつけます。それに業者の申し出てきた価

格、それが委託費のベースになるわけですが、その企画書の点数を業者の申し出た価格で割って、

単位コスト当たりの点数が一番高い業者に決めると、そういうやり方でやっております。 

○落合主査 小林委員は、結局入札の段階で業者側が無理をしたということがなかったかどうかと

いうことですね。つまり入札条件そのものが全体として適正であったかどうかという問題があるの

ではないかという趣旨ではないでしょうか。 

○水野首席職業指導官 お手元の資料の８ページのところをごらんいただきますと、そこの「（４）

要した経費」というのがございますけれども、そこの下のところに１行置いて「なお」書きがござ

いますけれども、そこに委託費と民間事業者のほうから報告のあった実際にかかった経費の比較が

出ております。 

○落合主査 まだいろいろ議論があるかとは……どうぞ。 

○樫谷委員 ３つの事業をやっていまして、それぞれ総評がありますね。最初の２つと最後の求人

開拓事業については総評の文章のつくり方がちょっと違うような気がするんですね。求人開拓事業

については割と冷静に、どういう事情でこうなったのかということも点々の中でかなり細かく分析

していただいていて、いいところも悪いところも含めてしていただいているのですが、それ以外の

ところは何か非常に形式的でうまいこといってないよみたいな、だから新聞に失敗だったみたいの

が出たと思うのですが、この辺はどういう書きぶり、それぞれ御担当が違ったんですか。 

○水野首席職業指導官 担当が違うというわけではないので、そんなに意識して書き分けたわけで

はないんですけれども、例えばキャリア交流プラザでも、例えば、９ページの一番下のところから、

次の 10ページにかけてでございますけれども、キャリア交流プラザの官民それぞれについて個別に

見ておりまして、個別に見ると民間でも実績のいいところがあると、そういった分析もしておりま

すし、10ページの下から２つ目のパラグラフの「なお」書きのところに民間事業者さんの工夫など

もちょっと書いておりますし、同じように多面的に書いたつもりではあるわけでございますけれど

も、そこはちょっと不十分だったかもしれません。 

○樫谷委員 もう少し分析をしてもらったほうが、最初の２つは形式的なような気がして、これは

何が問題だったのかということを、つまり市場化テストが失敗だったのか、成功だったのか、まだ

結論は確かに出てないと思うんですね。それを冷静に分析していただいているので求人開拓事業の

書きぶりではないか。それは今後、今、市場化テストやっていますね、モデル事業ではなくて、随

分参考になる、我々が見ても参考になる部分がいっぱい書いてあるので、もう少し冷静に分析をし

ていただくほうがよりいいのではないかと思います。 

○水野首席職業指導官 ちょっと言い訳をさせていただきますと、これは３つの事業それぞれにつ

いて、実際におやりになった業者さんと、管轄の労働局に、やってみてどうだったかと最後に聞い

たんですね。それに基づいて書いているのですけれども、求人開拓のほうは、先ほど御説明したよ
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うにかなり実績が官民で開いたので、おっしゃっていることがかなりクリアになっているので、そ

れではっきり書けたということがあるかと思います。 

○樫谷委員 いずれにしましても、要するに市場化テストをすると。市場化テストを成功させなけ

ればいけないわけですね。市場化テストはやっぱり失敗だったから、民もやっぱりだめなんだと、

こういう結論でなくて成功させなければいけないので、むしろ厚労省としても、そういうものをい

かにサポートして、原因を究明してコストも安く品質も上げるという方向に業者を指導していかな

ければいけないという中でこの分析の仕方は求人開拓事業のほうが、そういう観点からの分析かな

と。最初の２つは、どちらかというと民間が悪いよという観点からの分析かなと。違うと思います

が、我々はそういう見方をついついしてしまいますので、ぜひ、そこの分析をしていただきたいと、

こういうふうに思います。なかなかノウハウがないので、28、29ページ見ていまして、よく分析し

て、なるほど冷静に書いてあるなというふうに思いました。随分参考に、小林委員もそうなんです

が、要項なんかをつくるときに、こういうハローワークだけでなくて、粗いところをつくるときに

随分参考になることが大いにあると思います。 

○落合主査 それでは予定の時間も過ぎましたので、本議題は以上とさせていただきます。水野首

席職業指導官、どうもありがとうございました。 

（厚生労働省 職業安定局 退室） 

（厚生労働省 職業能力開発局 入室） 

○落合主査 それでは、続きまして、雇用・能力開発機構のアビリティガーデンにおける職業訓練

事業につきまして、ヒアリングを行いたいと思います。能力開発局森岡総務課長、久保村能力開発

課長にお越しいただいております。 

冒頭、モデル事業の実績評価のポイントについて事前にお示しさせていただきました論点に対す

る考え方にも触れていただきながら、５～６分程度という短い時間なのですけれども、御説明をし

ていただきまして、その後、意見交換にさせていただきたいと思います。それではよろしくお願い

いたします。 

○久保村課長 それでは私のほうから説明させていただきたいと思います。資料３でございますが、

新聞発表資料という形で、生涯職業能力開発促進センター、通称アビリティガーデンでございます

けれども、こちらの市場化テストモデル事業にかかる実績評価について御説明させていただきます。 

１枚めくっていただきまして、横紙のところの要約が付いておりますので、表紙のところからち

ょっと御説明させていただきますと、17 年度の市場化テストのモデル事業につきましては、厚生労

働省におきまして実施方針を定めまして独立行政法人の雇用・能力開発機構に通知をいたしまして、

機構がアビリティガーデンで実施したものでございます。今回の評価につきましては、機構からの

報告を踏まえまして、厚生労働省に設置されました市場化テスト評価委員会の意見を求めた上で厚

生労働省において取りまとめたものでございます。 

もう一枚めくっていただきまして具体的な中身に入りたいと思います。 

市場化テストモデル事業に係る評価ということでございますが、今回の事業概要でございますけ

れども、アビリティガーデンの施設・設備のうち土日・夜間に未使用であるものを開放いたしまし
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て、公共職業訓練（離職者訓練）及び在職者等のための訓練、これは民間に施設をお貸しして民間

の訓練を実施するという形でございますけれども、この企画を募集しまして実施したものでござい

ます。 

離職者訓練につきましては、総合評価方式の一般競争入札によりまして、そこにございますよう

に業者が受託をしております。在職者等の訓練につきましては、企画競争によりまして、そこに書

いてございます２業者が事業を実施したということでございます。 

評価の指標でございますけれども、まず（1）離職者訓練でございます。この中で訓練終了後３ケ

月時点での就職率、これが一番重要な指標でございますけれども、仕様書の中で就職率が 50％以上

となることを最低水準として、70％以上となることを目標とするというふうに書かれているもので

ございます。 

（1）の一番左の欄を見ていただきますと、東京リーガルマインド：33.8％、日本医療事務センタ

ー：29.8％、アビリティガーデン：71.3％という結果でございます。 

その隣の欄にございますのが、延べ訓練時間当たりの経費ということでございまして、これは東

京リーガルマインド：336円、日本医療事務センター：771円、アビリティガーデン：455円という

ことでございます。 

その隣が満足度でございまして、これはいずれも 90％を超えているという状況でございます。 

次に（２）在職者等のための訓練でございますが、こちらにつきましては評価指標といたしまし

て、①受講者のアンケートによりまして「役立った」、「どちらかと言えば役に立った」と回答した

人の割合を見ているところでございます。これもそれぞれ 80％以上ということが目標でございまし

たが、９割以上、９割近い方たちから評価を受けているという結果になっております。 

その隣にありますのが、事業主アンケート結果でございますが、後ほど申し上げますが、民間の

２業者につきましては、サンプルがそれぞれ２、６ということで非常に小さいものですから、ちょ

っと比較の対象にはならないのかなということで整理させていただいております。その隣が延べ訓

練時間当たりの経費ということでございますけれども、こちらにつきましては、それぞれ 2,000 円

台ということで大きな差はないということでございます。 

一番最後の定員充足率でございますが、こちらにつきましては、かなり大きな差が出まして、民

間業者につきましては、その募集に相当苦労したというような結果になっているところでございま

す。 

次のページを開いていただきまして評価結果でございますが、まず離職者訓練についてでござい

ますけれども、民間の受託者につきましては、就職率の最低水準を下回っているということで、サ

ービスの質が担保されているとはいえない状況ではないかと考えております。満足度につきまして

は、あるいはまた経費についても、それぞれアビリティガーデンと比べて民間業者のほうがコスト

削減効果が多かったということはなかった。それから、そういう意味で、総合的にはアビリティガ

ーデンが就職率で大きく上回るなど良好な実績であると評価できるのではないか。ただし、実施時

間帯が今回民間の場合は、土日・夜間を活用したということでございまして、アビリティガーデン

は平日日中に行ったということで前提条件に大きな相違があるということは理由が必要かと思って
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おります。 

（2）の在職者等のための訓練でございますが、これは訓練実施以前の問題といたしまして、民間

の事業者の定員充足率ですとかコースの実施率が極めて低くて、多くが訓練の実施に至らなかった

という問題点があると思っております。満足度につきましては、それぞれ顕著な民間との間に差は

ないということでございます。コストについては、アビリティガーデンが結果的に一番低くなって

おりますけれども、民間の受託者が十分に受講者を集められなかったというところに要因があるの

かなと思っております。総合的に考えますと、サービスの質は一定程度担保されていると思われる

わけですけれども、民間の集客という意味で、これは企業向けの研修は平日昼間の受講が望ましい

と、受託者いずれも申しておりまして、事業主の命令等によって受講する場合には割増賃金等の問

題がございまして、これを土日・夜間にやるのは非常に難しいのではないかとまとめているところ

でございます。 

次に資料４でございますけれども、今回の「モデル事業実績評価に関する論点」ということでま

とめたものでございます。こちらをお開きいただきたいと思うんですけれども、主要な論点といた

しまして、今回民間受託者の実施時間帯が土日・夜間、アビリティガーデンは平日日中であるとい

うように前提条件に大きな相違がある中で官民比較を行う意味についてどう考えるのかということ

でございます。 

まず総論の１番のところでございますが、官民比較を行うことの意義でございますけれども、今

回のモデル事業につきましては、最初の段階で法律のできる前の段階でございますので、そのとき

にこれまで未使用であった施設の有効活用を図るという観点から行われるということで、こういう

ものを考慮したということがございまして、前提条件が非常に大きく異なると。訓練の内容とか時

間帯が異なるということがございまして、単純に比較することは困難であったと思うわけですが、

市場化テストのモデル事業を初めて取り組んだものということで、先導的に取り組んだ意義にある

のではないかと思っているところでございます。 

それから、２番目でございますが、モデル事業の結果を踏まえて今後どのように考えていくのか

ということでございます。今回モデル事業は民間が土日・夜間にやったということがございまして、

官民比較が難しいものになったというわけでありますけれども、平成 19 年度の法律に基づく市場化

テストにつきましては、訓練時間等の条件を併せましてこれを実施しているということでございま

す。なお、平成 20 年度に向けた考え方につきましては、私どもといたしましては、平成 17 年度の

モデル事業で実施率が大変低調でもあったということもございますし、在職者訓練、今回本格実施

の中で委託という形で初めて取り組んでいるということもございまして、これも 20 年度以降の市場

化テストの取組みにつきましては、今年度の本格実施の状況を見て判断をしていきたい。今年度の

訓練が大体３月に終了いたしますので、その辺の成果をきちんと見きわめて評価をした上で今後ど

うしていくのかということを考えたらどうかなというふうに思っているところでございます。 

次に、具体的な離職者訓練、在職者訓練に分けた論点でございますけれども、まず離職者訓練の

中で、就職率につきまして、民間受託者が大きく下回った要因として、前提条件の差以外にどうい

うことが考えられるのかということでございます。これは民間業者などのヒアリングもいたしまし
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たけれども、初年度ということもございまして、受講者に対する就職支援の体制が若干不十分であ

ったのではないかというような反省をしておられる業者もおられました。キャリアカウンセラーを

配置してその後対応したというところもございまして、そういうところはその後実績が伸びている

というようなところもあるわけでございます。 

それから、在職者訓練でございますけれども、こちらにつきましては、民間側の集客に大きな問

題があったということであるのですけれども、土日・夜間であったこと以外にどのような問題があ

ったかということでございます。これは先ほど来申し上げておりますように、勤務時間外に企業の

命令で受講するというのはなかなか難しい面があるわけでございますけれども、これも業者のヒア

リングによりますと、ある民間業者につきましては、個人で受講希望の多い、いわゆる資格系の教

育訓練を得意として、自己啓発系といいますか、そういう訓練につきましては、当然仕事が終わっ

た後、自分で受けていくということでありますので、土日・夜間でも十分受講することができるわ

けでございますけれども、そういうところで、従来からメリットを生かしてやってきたのだけれど

も、企業に在職している人を主な対象とした実務型の訓練・講座の実施については、従来からのノ

ウハウを十分生かせずに集客面でのメリットを生かすことができなかったというようなことを言っ

ている業者もございました。こういうことが考えられるということでございます。 

以上でございます。 

○落合主査 ありがとうございました。それでは、御質問・御意見お願いいたします。いかがでし

ょうか。 

○樫谷委員 まず、アビリティガーデンについての御説明で、資料３の３ページなんですが、この

離職者訓練のところで、３か月時点での就職率、これがアビリティガーデンと比べると民間のほう

はかなり低いと。ところが満足度、③受講者の受講後アンケート結果で「役に立った」、「どちらと

言えば役に立った」という意味ではそんなに差が出てないんですね。これは先ほど少しフォローが

足らなかったと就職支援の体制が不十分であったというようなことなんですか。これは就職支援を

ちゃんとしなければいけないなというようなことは、最初のこういうモデル事業を導入するときに

どんなような議論がされたのか。つまり講習をしっかりするということだけでなくて、最終的には

再就職することが目的だと思うんですが、その辺はどのような議論がそこで民間業者との間でされ

たのか、引き継ぎがされたのか、それをお聞きしたいと思います。 

○久保村課長 離職者訓練につきましては、公共職業訓練でございますので、最終的には公共職業

安定所の求職者を対象としてやるということでありまして、大きな意味ではハローワークの就職あ

っせんというのが大きな要因になるわけでございますが、ハローワークだけに任せているとなかな

か難しい面もございますので、それぞれの業者なり、能力開発施設が努力をするという実態がある

わけでございます。今回一番最初に始める段階では、私ども、これは委託費という形で民間業者に

お金を流しておりますので、その中で就職についてインセンティブという形で最高２万円、就職率

で 70％超えれば２万円というような形でお払いをしますので、業者の皆さんもしっかり努力してく

ださいというようなことはお願いをしたわけでございます。 

ただ、これも実際に受託した業者が言っているのを聞きますと、初年度の当初の段階では就職支
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援の体制、先ほど言いましたけれども、キャリアコンサルタント等を配置して、一応必ず一回はキ

ャリコン受けてくださいというようなことをその後やり始めて、その結果、就職率が上がったとい

うようなこともございまして、当初の段階はそういう措置もされておらなかったということもあっ

て、そういう意味では、初めて取り組むという状況でございましたので、その辺、若干不慣れなと

ころもあって対応が不十分だった面があったのかなと。私どもとしてはそれなりにそういう努力は

きちんと促したつもりでございますし、お願いもしてきたというふうに考えているところでござい

ます。 

○樫谷委員 導入段階での体制の整備が十分民間業者のほうでできていなかったので、その後のフ

ォローは一応されてきたということですね。 

 それから、在職者のための訓練なのですが、これを見ると、同じように①「役に立った」という

のが、ＴＡＣのほうは１割ぐらい少ないので、かもわかりませんが、それ以外は、アカデミーテン

プは 98.5と、その次の②は 100％なんですね。ただ、定員充足率が御説明いただいたような事情で

極めて低いということになったと思うんですね。これは逆にいえば、①、②ということから見ると

高く評価したほうがいいんですか。それはどういう見方をしたらよろしいのでしょうか。 

○久保村課長 このうちの２番につきましては、先ほどちょっと申し上げましたけれども、アカデ

ミーテンプ 100％でございますけれども、サンプルが２でございまして、そういう意味でちょっと

参考にならないかなと思っております。ＴＡＣも６社でございまして、ちなみにアビリティガーデ

ン 863 社ということでございますので、ちょっと比較ができないかなと思っておりますが、①の受

講者自身の評価というのは、それなりに尊重する必要があると思っておりまして、これだけの一応

成果を得ておりますので、訓練の中身につきましては、それなりに有意義なものであった、いわゆ

るサービスの質を担保したものであったのではないかというふうに思っております。 

ただ、結果的に今回の在職者等のための訓練といいますのは、自分たちが民間でやっている訓練

を、アビリティガーデンの施設を利用いたしまして実施しましたということでございまして、集客

も全部自分たちの責任でやるという整理になっていたわけでございます。そういう意味で、もちろ

んアビリティガーデンでやっているということは宣伝していただいていいですよということでやっ

ておりましたが、そういう意味で、自分たちで全部やらなければいけないということがまずあった

ということでございます。 

それから、特定の会社に営業をかけまして、もちろん民間業者の方たちは営業で事業所の関係の

訓練とってくるということをやっておりまして、得意なのは、ある特定の会社にまとまった人数を

出していただいて、例えば新人研修ですとか、中堅研修みたいなものをやるのは得意なんだけれど

も、１つの会社から１人、２人というのは薄く広く集めるというノウハウがちょっと不十分だった

ところがあって、その辺が不得意だったのだ、難しかったのだというようなことを言っておられる

業者もおられました。そのような要素が絡んでおるのかなと思っております。 

○樫谷委員 逆にＴＡＣのところが、「役に立ってない」と②の事業主、６社ということなんですが、

どんなようなところが「役に立ってない」というような御回答が多かったのでしょうか。 

○久保村課長 いわゆる実務系の訓練でございますので、なかなか受講者が帰ってきた後に、もう
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少し実践的な具体的な訓練を期待するという面が多かったのだと思うんですけれども、その辺で

少々足りないところがあったのかなというような意見があったように思っております。 

○樫谷委員 ＴＡＣそのものは受験学校だから、どうしても受験系の教え方になってしまった。 

○久保村課長 そうですね。そちらが得意だということでございます。 

○樫谷委員 あと、延べ訓練人時間当たりの経費なんですが、これを見ますと、確かにアカデミー

アンプが一番高くて、その次、ＴＡＣとアビリティガーデンなんですが、定員充足率から見ると、

総額がすごい安いんですね。恐らくＴＡＣが 2,415 円でアビリティガーデンが 2,000 円超なんです

けれども、充足率が６分の１以下ですから、恐らく１人当たりのかけているのは結果的に高いので

すけれども、講座当たりにかけているやつは相当低い金額ですね。 

○久保村課長 結局こういうホワイトカラー系の訓練は、一番大きなお金というのは講師の謝金と

いうことになるわけでありまして、そこをどれだけ節約するかということがコストを下げる１つの

要因。それから、できるだけ多く集めれば、その分コストが下がってくるということになるわけで

すが、今回の場合、確かに民間業者の講師の方は内部講師を活用されたり、そういう形で相当コス

トを押さえるという面では一日の長といいますか、得意な面があったのではないかと思われます。

これだけ集まらないのにこのくらいの差ということは、逆にいえば、そういうことが言えるのかな

と思います。 

○樫谷委員 ＴＡＣなんか２倍になったら半分で 1,200 円だということですね。充足率が２割を割

り切れば。 

○久保村課長 非常に少なかったり、集まらなかったりした場合はやっていませんので、やったと

ころはそこそこ集まっていますので、その中で割り戻していますから、極端にそこまでは言えない

のですが、全体的に受講者が少なかったというのは間違いありませんので、そういう傾向はあると

言えるということです。 

○小林委員 この評価指標でこういう結果が出ているのですけれども、これの前提、前提条件、大

きな違いがあると、その結果が充足率とかにあらわれていると。それがすごい大きな説明偏差だと

思うんですよ。それをこの中に入れ込んでいかないとこの数字自体が読めないということにならな

いかと非常に懸念します。 

○久保村課長 土日・夜間にやったということについて、先ほど申し上げましたように、離職者訓

練と在職者訓練分けて考えますと、在職者のための訓練につきましてはかなり決定的な、そういう

要素だったのではないかと思われます。離職者訓練について申し上げますと、就職率というのはか

なり厳然たる結果として出ていまして、それで差が出ていまして、夜間に受けたいという人と昼間

に受けたいという人とどう違うのかと。求職者の属性にどういう違いがあるのかというのはなかな

か難しいところがございまして、これはなかなかそういう決定的な理由として説明するのは結構難

しい面があると。ただ、いろんな推測はできるというふうに思われますので、それで若干の不利が

あったのかなということは考えられるわけでありますが、それにしてもちょっと差がつき過ぎてい

るきではないかという面がありまして、ただ、先生おっしゃるとおり、そういう要素を数量的にこ

この中に織り込んでいくというのはなかなか難しいものですから、私どもとしましては、評価のと
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ころでそういう留意点をきちんと書かせていただいたという形で処理をさせていただいたと。 

○落合主査 まだまだ御議論あるかと思いますけれども、予定の時間を経過しておりますので、こ

のテーマにつきましては以上とさせていただきます。森岡総務課長、久保村能力開発課長、どうも

お忙しい中、ありがとうございました。 

以上で、本日のハローワーク等分科会は終了といたします。 

 引き続き、委員懇談会を開催いたします。 

 


